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2) 昭和 52年度全国児ぺ童相談所

心理判定セミナ一実施報告

主催:厚生省

日本総合愛育研究所一

期日:昭 和53年 2月7日〈火)~10日(金〉

会場:日:本総合愛育研究所

主題:幼児期の発達障害

ο 

まえがき
かの打合せの結果，この主題にそって，、児童相談機関町

中で心理学を基盤として職務に従事するスタッフが現状

臨床相談技術共同開発事業は，児童相談所をはじめと を再検討し，今後果たすべき役割を再確認することを主

する全国の公立私立の児童相談機関にとって，その相談 眼とじてセミナーを実施l-.幼児期の発達過程とその時

技術の向上に役立つ内容のものを重点的にすすめること一 期にみられる発達障害，ー乏してこねに対:To心理学的Z'
が本旨である。このため従来から行われてきた全園児童 ブローチに関しで.順次内容を深めることをプログヲ4

相談所心理判定セミナーのような事業もまた，この目的 の中心とした。

にかなうものであると考えられていたが，折りしも昭和 昭和田年2月7日から4日間開催されたこのセミナー

52年度のセミナ戸の実施について，厚生省からの協力依 は，全国の臨床経験豊かな児童相談所心理判定員46名及

頼を受け，当研究所の任務としても，文事業の趣旨から び当研究所職員が参加する中吃講演，シYポジウム，

いっても，これを実施することが適当であると考え，昭 分科会討議，全体討議などがすすめられた。

和52年度の本事業の一環として全園児童相談所心理判定 以下に記す報告は，このうち分科会討議の経過を除

セミナーを実施することとなった。<.セミナーの経過及び結果の要点をまとめたものであ

今日，児童相談機関を訪れるこどもの問題や相談の内 る。 〆

容は，知能や言語などの発遠のおくれ，情緒障害，自閉 セミナーをふりかえると，限られた日程や事務局の体

的症状，その他さまざまな心身障害に関するものが非常 制の中で，必ずしも所期の目的を十分に達し得なかった

に多い。これらの問題や障害に対する指導，治療の方法 のではないか，と反省するものであるが，幼児期の発遣

もまた，学習，訓練法あるいは心理療法など幾多の理論 障害引のアプローチに関してこの報告が何がしかの参考

や技法に暴づき，さまざまに行われている。しかし三れ になれば幸いである。

らの問題や障害に共通してとりあげられている重要な謀 本セミナーの笑施にあたっては，厚生省及び当研究所

題は，それらの発達障害をどのように早期に適切にとら の多くの方々のぐ尽力とセミナ{に重量加した心理判定員

えることができ，その後の発達を援助することが1できる の方々のご協力にあずかるところが大きかった。あらた

h という点である。 、 めて誌上を借りて感謝の意を決したい。

今回の心理判定セミナーを開催するにあたって，従来 〈セミiナー案行委員会事務局〉

の経過や当研究所の実施体制などを考慮l-.厚生省と打

ち合せの結果，主題を「幼児期の発達障害」としたの i

も，このような背景にもとづいている.主催者側の何回

， 
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東京都児童相談セγター所長

東京都児童相談セγター次長

日本総合愛育研究所研究第6部長

関東学院大学教授

淑徳短期大学教授

早稲田大学教授

お茶の水女子大学教授

山梨県中央児童相談所長

日本総合愛育研究所研究第6部研究部員

法政大学教授

日本総合愛育研究所研究第 5部部長代理

千葉県市川児童相談所長

厚生省児童家庭局児童福祉専門官

厚生省児童家庭局企図課技官
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C 私は精神科の医者として20数年になるが，児童相談所

日勤めでまだS年にιかなちない。児相では医者I:tで
の役割じ所長とιτの役割が混然としているのが現状

である。現在医者とじτ，医者の所長とじて，純粋に所長

主Lてそれぞれ3分の l-fつ時闘を過ごしてやるので，

これを前提にこれかちの話bを進めてみた的。

〔心身発遣を規定する要因3 λ 

子どもは日々発達のさなかにあり.-発達とめ事現象そ

のものが子どもの本質?である。何ちかの子どもの障害

は.やはり発達の障害であり，この予ど志の発達の陣害

圭治宇ごとこそが子どもの精神医学の役割である。I 、もち

ろん発達には身体商の発達，精神面の発達，さらに社会

の中における入としての発速があるが，この基底には生

物体とし了ての生命力供発速力があることはいうまでもな

い。身体の発逮は栄養によ弘、精神ムの発達は脳の発達に

よる。 tすなわち，身体の発達対脳り発達をもたらしニれ

に伴って精神も発達することは自明であ?>が，それだけ

ではなしさらに大切lなのは‘学習ミが務神の発遣に重

要な役割を果たしてい高点であ声。1

、スキャン是シの発育模式図-~例に身体内誇機関の発遣
のタイプを見てみると，うまず身長や体重に代表されるプ

樗型があげられる。二れは幼い頃比較的急激に発達し，

思春期時再びスパートして 20歳で成人のVベル (100が

成人のレベル〉に適才るタイプである。、その他に 9Yパ

スキャシモ γの発育模式図

J

、

、
一

ζr
p
 

初年 、け

出弘之

型半生殖型があるが，関題になるのは神経型である。こ

れは幼い民急激に発達t.10-12歳でほぼ成入に逮する

曲線を描く発達で脳の発遮もこれに相当する。さらに脳

重量の成長の経過をくわしく説明したのが第2図であ

る。生れたばかりの子ど6の脳はすでに 400g前後あり

第 2図脳重量の成長の経過〈北アメリカ人〉

(E. Bo泊;1~52) 
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胎生期の問にかなり発漣じタ亡しうることがわかる。と同時

に幼児期比めざまもい発迭をιている。このJように脳重

量め成長ひ主っとふてみても子どもは幼い時期に急激な

発達をとげると主が理解されよう。まだ脳の発達を機能

の面からとらえる方法め 1つに脳犠がある;この脳般に

おいても大人追子どもでは波の速さや部日立による分化に

特徴的な差異がみちれド一般的には 10-12・3歳でほぼ

犬人なみにまで成長するのであり，脳波でみても早い時

期〈思春期〉に発達がほほ成人に近づぐのであるe 、 ; 

~そこで次に脳の成裏面ヒ脳波の発漣程度〉と精神の発達

て知能テ九ドによる如能の構造〉とめ関係をさぐってみ

ようと思う。第3図を晃るとまず記憶特に記銘力占脳

の成熟とは関係のあることがわかる。タッl::.~:i;!f.も脳め
成熟と関係があると思われる。そこには当然運動能力の

要因が関与していると思われる杭寄れだけでは?な司注

意集中力の袈図とも深い関係があるのアをはがい点、!ふ

1，300 

主100

、

‘、 t
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第3図知能の構造と脳成熟，遺伝性

因子構造 | 脳 成い吋遺伝係数

732;stoneに 〈栗栖に同町(託摩による帥〉

空間的因子 盛岡，421-，545

構成・，318

教的悶子 数 人174 数，580-，653

語理解の因子 言語一，087 言語，292-，323

言因語子の流暢さの

記憶的因子 記憶，173

帰納的因子 推理，639-，712

知覚的閑子 図形弁別:，062 
図形の類075似~性，1 

，075-，136 

タッピYグ:
作業速，4度76-，753 ，157 

*知能テスト結果の多因子分析法による (1941)
吋脳波の発達程度を脳成撚の指標と1.-，各テスト

結果との相関をみ，年齢との相関を除いた偏相関

止の価(1911). 
料率一卵性・ニ卵性双生児の各テストにおける級内

相関係数より算出(1968) 川 、

方，脳の成熟と言語理解との相関は低いイこれは学習に

よるところが多いからであろう。また認知能力の因子な

ども学習によるところが多いことは明らかである。

では一体学習はどのような条件の下でなされるのであ

ろうか。その条件とは学習能力であり，学習刺激であ

り，また学習意欲である。これを一つ言葉の発達に例を

とると，まずギ習能力では聴力機能や言語中枢機能，そ

れに構音機能等が充分に発達Lそなわっていなければな

らない。次に学習刺激とはいわゆる豊かな言語的環境を

意味い周りからの言語的働きかけがなければ子どもの

雷語学習は容易ではない。最後に学習意欲であるが子ど

もに言語学習の needがなければ，たとえ充分な学習能

力や学習刺激がそなわっていたとしても言葉は獲得され

ない。母親が必要以上に子どもの面倒をみすぎ，子ども

が言葉を口にする以前に子どもの気持ちを察して要求を

かなえてしまう過保護な殺であるならば当然子どもの言

葉の発逮は遅れる，また時おり経験する例として，学習

刺激や飽力も充分あるのに言葉の遅れでいる子ども貴周

にする。彼らは非常に動芦が激しく行動的な子どもであ

る。おそらく言葉よりも行動で自分の要求をみたしてし

まうためであると考えられる。また自閉症は人間関係の

陣寄といわれているが，その前に認知の障害，つまり周

囲の人の感情の認知に困難さがある。私なりの考えを述

べるならば，認知の機能は学んでいくものであり，自閉

症はごく幼い頃に認知の学習能力やそれを高める刺激が

乏しかったといえよう。ある程度こういう学習の能力は

脳の成主品と関係していることは先に述べた。そして特定

のある発達段階ではこの学習が高まり，それを過ぎると

学習能力が落ちてくる時期がある。この時期をミ節、と

いってもいいしミ限界点、ともいえる。言葉の学習の場

合は 6歳位が 1つの節ではないか。いいかえると 6歳ま

では言語学習が容易であり 6歳を越えると困難になる

といえる。また自閉症で示された様に，周囲の人々の感

情の認知を学ぷのは，きびしい言い方かもしれないが2

歳が節であると考える。みなさんも自閉症児を扱ってい

ると思われるがなかなか治らない。とわうのは， 2裁を

すぎてからみなさんの周りに現われてえるのがほとんど

で，もし 0;..."，.1歳の問に会ったとしたら問題はずっと改

善されると私は考尤る。この点に関してはいくつかのケ

』スにおいて散見されている。

〔発遣の正しい把握〕

児相で扱うケースは多かれ少なかれ子ども自身の発達

がそこなわれていたり，そこなわれる恐れのあるケーえ

であり，それに対する処遇が計られるが，その前提と L

Z発逮を正しく診断する必要がある。子どもの現在の発

達状況を正しく認知するためには今までの発達を 4わ

しく調べ予後の発達の診断へと導いていかねばならな

い。I.Q.60ならI.Q.60の原因と同時に，今後Eの

ようになるのか，可能な指導・訓練は何かについて予測

し得て，始めてりっぱな診断になりえる。ややもすると

診断のみ，判定のみで終ることがあるが，これは危険?で

ある。治療の前提としての診断，判定であり，子宮もと

出会った時から治療が始まっている。治療を進めるため

の診断であり，治療を進めていくうちにふり返うて診断

を変えていく。この繰り返しがみなさんの役割であQ。

では正しい診断をしていくためにはヒトの存在に対Vl:

どのような見方がなされなければならないか。ヒトは生

物的存在であり，心理的存在であり，かつ社会的存誌で

あり，それを?れが層構造を成Lτいる。その一番中核，

深い所に生物としてのヒトがあり，それをとりまいてヒ

トの心がある。すなわち，そのヒトが何を者え，何を感

じているかという心の中のあり方を示も心理的存在とし

てのヒトである。こうした心をもったヒトが社会の中で

周囲のヒトとかかわり合いをもち行動すぎ℃社会的存

在〉。ヒト在正しく把握するためにはミの3づの次元か

ら正確にとらえ，それを総合して始めてヒトの存在が明

らかになる。 (cf.第 4図〉生物的次元とはほとんど医

学の仕事である。特に最近，行動商どで問題をもっ子ども

〈位・ MBD)については脳の機能の障害、をd明らかにす

ることが一つのポイソトとなる)む理的次元とは単に性

格テストで出て来た必のプロジ忠治トとiいう意味だけで
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第4図 ヒトの存在のみかた
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〈社会的時¥ミミミミ絞

はなく，本人自身が何を感じ，何を考えているかという

心のあり方を箇接や行動観察を通して知る必要がある。

また社会的次元では，ある社会的環境の中で本人がどの

ような行動をしているかをとらえていミことが必要とな

る。こうして 3つの次元から子どもをみていくことにな

るのだが，生物的次元は医者，心理的次元は!U理事j定

員，社会的次元はソーシヤノレ・?ーヵーといった単純な

役割分担はできない。たどえ医者といえども，生物的次

元だけから子どもをとら九るのではなく. 3つの次元か

ら子どもをみていかなければならない。もちろん医者1

人でこれをみることは実際問題困難であり，当然そこで

は判定員やワーカーの助町をかりねばならない。判定員

といえども生物的，社会的次元で子どもをとらえてい芦

田を養わなくてはならないのは当然である。お互いに様

々な次元からみることによって総合的で，子どもの本当

の姿をとらえることができるようになるであろう。現実

的には 3つの職種が 1つのチームを組Uところから始め

なければなるまい。

これまで子どもを中心に話を進めてきたが，ここで忘

れてはならないのは子どもをとりまいている環境，特に

親という存在である。親は子どもが発達すれば壬れは影

響され，変イじ発達していく。逆に親を発達させ、る乙と

が子どもを発達させることにもなる。もうひとつの特徴

はミ子どもは常に保護されている、という点である。そ

して保護するのは親である。子どもは小さければ小さい

程，いろいろな陣容があって発達が遅れていればいる

程，子どもだけでなく親と一体となった存在である。子

ども一人をみるのでは一面的であるというそしりをまぬ

がれない。子どもを正しく理解するために，時には子ど

もをみるのと同じ位の精力を親に費やす必要がある。私

自身児童精神医学ということから出発してきているが，

一番最初に精神科の医者とじて大人の精神医学を勉強さ

せてもらったことが大変役にたっている。この意味で殺

をワーカ戸にまかせっぱなしにせず，判定員も親に接

1-.ワーヵーも子どもに接することが必要であり，これ

が本当の意味での職員のチームワ~.."形成に速なってい

fだろう。

e もう 1つ正じ4発達を把握するために，子どもの発達

のぷラ γスについで目を向けなければならないレ身体の

発達，知的発逮，情意商の発達，社会性の発達"';-'，と

れらの発達はバラ."，/;えのとれている時にはあまり問題は

起こらず，バラシ久を失った時にこそ問題は起 Jこり易

い。発逮の 1つめ商どしで知的発迷はどうか，感情の発

迷はどうかをみるめと同時に，全体主 Lて子ども昔主ら

えた場合，何が遅れており，どこが進みすぎているかと

いうことを見極め主よければなちない。勺ま民全体とし

てのアンパラ Yスが問題占なる。

【発遺障害の予防企児童相談所〕

ここでい事予防の概念は広くとらえている。予防には

病気や障害め発生/を予防する一次予防L 病気や障害停

早期発見，早期間寵育ヒ早期治療〉といった二次予防， さ

らにリハピりテーシ ~'y'~主とする三次予防とが晶る。

ー次予防では児相町役割はそれ程はなぱなしくはない。

子どもの一次予防を考えた場合，発達障害という観点か

ら知恵遅れを考えていただければ孟いが，心身障害の一

番大きな発生原因はやはり胎生期，周産期，あるいは乳

児期の脳の障害であるこ主が多い。この時期に児相がタ

ッチすることはなかなか出来ないが，理想』甘10はこの時

点からのケアーが必要である。現実的には，保健所で行

なっている妊婦の指導や乳幼児検診といった場台でも，

できることなら児相がらも出向いτ行き，子どもめ将来

の発達をそこなゲことについて世間に対して啓蒙するこ

とも必要となってくる。まだ厚生省なども児相に集めら

れたデータ〕をもとに，二次予防に対する将来の方向性

を見極め，それを政策につなげていくことを考えてほし

し、。

二次予防では児相は相当〆ッチできる部分であるが，

障害児の発見，診断だけでは不充分であり，今後の治

療，指導へとつなげていかなければならない点は先にも

述べたとおりである。たとえば， !i<'ウシ症は早期発見で

きるが，その後の正しい指導が児相ではほとんど行なわ

れていないのが現状である。また来所児の年齢の推移を

みると年々低くなる傾向にあり，特に2歳までのケース

は増えている。その理由の 1つは，親が子どもの幼い時

期の発迭に関心を向けてきている証拠であり大変喜ばし

いことである。これに湖町、して我々も 2歳 1歳，さら

にはO歳の子どもの発達診断に益々力を入れ勉強してい

かなければならないであろう。

早期発見ができても早期治療は真に難しいが，全体的

にみて早期療育の体系が少しずつできていることは事実
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である。都の児童相談セYターでも治療指導課という陣

容をもった幼児に時間をかけた治療指導を目的とする課

を新設した。週2臥 10時-2時までで日中入所指導

(Day Tr阻 .tment)と名付けている。都では区立の障害

児センターや通所施設ができている1.-.障害児の全員就

学は全国的に普及している。その結果精蒋児の通閤施設

Iには学齢の子どもはほとんどいなくなっている。従っ

て，通閤施設は幼児になるか，義務教育後の子どもの指

導に変貌しつつある。幼稚聞や保育所でも障害児保育が

広がりつつある。とにかくいろいろな形芳障害児を受け

入れる施設ができている。このようなことになると一体

児相の中で行なってきた指導保育，適所指導，それに療

育キャ Yプ等のあり方をもう一度聞い草さなければなら

ない時期にさしかかっているのではないか。

ここで児相としては，障害児を中心として考えると，

1直接サーピスと間接サービスを考えていかねばならな

恥。直接サーピスとは相談に来た子どもの正しい診断と

これからの処遇を，一般の日常の業務としてやっていく

ことであり，一部の子どもについては，通所させたり，

t日中入所させたり，さらには入所〈収容〉させたりする

ことである。また地成に拠点をつくり児童館や公民館を

使って児相の職員が出向いて行きそこでグループをづく

り治療していくこともひとつのサーピスとして考えられ

よう。在宅の特に重い子どもに対しては訪問指導という

形でサーピスが可能である。

間接サーピスとはそれぞれの地域に子どもの療育施設

があるとすると，その施設，あるいは施設職員へのサー

ピスということになる。これは当然はね返って子どもの

サーピスになる。具体的には保育所や幼稚園，施設で子

どもの指導にあたっている人への指導，研修である。ま

たミ親の会ミへの間接サーピスも考えられよう。それが

うまくいけb乳児相の直接サーピスの範囲は狭まり， πそ

れだけ地域の施設は拡充され，間接サービスの方向に向

っていくであろう。だからといって，児相の直接サービ

スがなくなるわけはなし保育園・幼稚園に入れない子

どもや適所施設で扱いにくい子どもが出てくるのであ

り，この子ども逮ロほ児相として直接にサービスしてい

かなければなるまい。一口に間接サービスといっても非

常に難しい点を含んでいる。それはみなさん l人 1人が

指導者となる研修をしなければならないし，もう 1つ，

社会的意義を含めて，児相の適所訓練や日中入所訓練と

いったものを他の施設に対して一種の研究的先がけとな

って 1つのそデルとしての役割を担う責任をもってい

るからである。間接サービスを実際運営していくために

は，幼い子どもに対して今まで以上に関むを向け，そう

いう子どもの指導をどうしたらよいかを，経験をつみ，

自分自身が勉強をし続けなければなるまい。結局児相だ

けで障害児にサービスしていこうとか，児相だけで全て

ができることは私自身決して思わない。むしろ大事な事

は，児相がひとつの核になり，周りの諸機関との連携を

強め，それを高めていく核になることが非常に重要な役

割であると考える。

こうして間接サービスが効果をあげ，各施設問の仕事

の分化が進んできた場合，将来，最後まで児相に残され

る仕事は養護と教護ではないか。この問題になると，こ

こでもやはり子どもの状態を把握する場合，発達という

与とが犬きな問題となる。ただ彼らの場合，発達がいち

がいに遅れているとはいえない。けっこう進んでいる子

もいる。しかし，見方によると彼らの発逮はア γバラン

スな場合が多い1.-.いうなれば謹みというようなことが

起きている。すなわち，単に発速の遅れだけが問題にな

るのではなしむしろ発達の葱みの方に視点を移してい

かなければならないしそのような考え方が必要となる

であろう。
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IV "，，"ポジ世ム I

「幼児期の発達過程における諸問題j

，、、、 ， 
東京都児童相談セシター次長 廿楽晶子ヤ

日本総合愛育研究所研究第6部長 森脇 要

発癌 1:廿楽

子どもの発達は常に流動的に進行する過程であり，こ

れを厳密に個体の側の条件じ環境条件とに唆別ιて考

えたり，発逮的差異〈男女差，早熟・未熟の差，個人差〉

の診断を固定的に考えることは問題である。このよちに

流動的な過程に対して，臨床的診断を行なおうとする

と，どこまでが正常かという目安をもつことが緊要とな

ってくる。発逮のそれぞれの「節」に対応する標準が必

要になってくるわけである。それと並んで，心身相関の

考え方が重要である。すなわち幼児期の発達的諮問題の

原因や症状には，心の問題，身体の病といったように心

身を唆別して考えることが困難な場合が多い。 Zのよう

な幼児期の発達的，臨床的問題の宋分化な特色を考えつ

つ判定，診断，指導に当ることが必須の要件とな答。

昔は「幼弱」といラことばが示すようにi病気が幼児

期の発達的問題のうちの最大めもりであった。ところが

現恋では医学や衛生知識り進歩渓透により，一病気の大部

分はそれほど恐れるに足、りないものになり始めている。

かわりに. CP.筋ジストロフィ，その他難病等，回復

可能性がきわめて少ないものや奇形が問題として登場し

て来元。これらの障害に対して，医学的，心理的治療と

、・、、，司、ー

関東学院大学教授 吉沢英子

司会淑徳短期犬学教授 高橋種，昭

いる。

発題 2':森脇

幼児期に苫のような発達的問題があるかではなく，児

童相談所が突際の業務を遂行するに当って問題となるこ

とは何かとの観点から話題を整理Lてみたい。もう少し

具体的には，①発逮過程で治療すると治療しやすい障

害と，②将来の生活た犬きな影響をあたえる古のとで

ある。

まず，幼児期における親子関係を親からのー方的はた

らきかけによって成立する屯のと考えるのは誤りであ

り，ある事態の原因を片方のみに掃するのは無理でもあ

りまち百:いのもととなるよ親子関係は相互的なものであ

り，片方の働きかけが他方の応容をひきだすという点で

循環する過程と考えることができる。従って，親子関係

の問題の解決策はつまるところ，この循環を断ち切るこ

とeである。治療指導の前提として.裁の訴えの実態，つ

れ府関係の問題の均は何かいうととを財努力

持貯ある。たゆま，均時的こ対内航思想

が跡すぎることが原因である場合に同¥子どもの失点ば

か司見冶ダ、で長所を見書ためわ援助をすること知判定員

とし;との仕訟もこ怠るであろう。、次に父子関係を尭てみれ

同時あるいはそれ以上に，修復・補助・機能宙線が重要 ば，自分の子eも〉ミめ持期待をかける父親ば陶盛であ

となる。このような障害と，それらは対する対策の必要 り，父親は自タご自身の仕事に打込み，母親の精神衛生を

性に対して，児童相談所も注目すべきである。これらの よくすることを過して間接的に子どもにかかわるのがよ

陣害のうち，多くの精神の異常徴侯は，病院，児詑相談 いのではないかと考える。

所といった旧来の治療体系の枠内では対処Lきれない防 それから先の廿楽先生の「発達の標準」に対する考え方

題であるとともに異常徴候発現の低年齢化も目立って に一言。私自身は「標準」というものを，努力目標宇し

いる。これに対しては1.5歳児検診による対応が考えら て考えずに，単なλる発迭の平均と考えるのがよいと思つ

れるが...)歳6.'-':月遅度では断定的な診断をで.T.;:I:J~ ./~て"主;ごこ夜討巳考えJるιうに指導すれlt.η親が「標
閤難であり，文〆避けることが賢明で惇あるまいか0/私 準」にとらわれtいら立苫たbすることが少しでも少な

個ふの完返しでは，マイベースで動ふ多鋪f失感あ~' 寸なると!!J.~. 
除(視線が合わないうじ乙とばの障害，掴執な必の原因と:ー←発達的詰問題苦γ 、判定員カミ告人告様の判定の詩セをも

し丈将来は知能ゐ障害が推定でき卒のではないかと考足 って判定し，判将来品落L叩:たトりが出てくると

て刊。子diもの事故死が幼児のき図の第 l位を占めも すれば問題であゐクセの落し穴に件なし2ために，判

いるので，この点に関しても対策をたてる必要を感じて 定の基準を利用することを勧めたい。
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最後に問題に対する対処法には大別して環境調整，心

理治療，行動療法等がある。これらそれぞれの適用範間

をよく心得て指却に当ることが震要である。

発題3 吉沢

試みに，子どもにとっての生活を「物的対謝Jと「対

人関係の循環」という 2つの観点から整理してみようと

思う。 r物的代謝」とは，生活に必要な物資や食べもの

を取入れ不必要になったものを捨去って生活していくこ

と. ~pち，生活の物質的側面であり「対人関係の循環」

とは子どもと子どもをとりまく人々，特に養育者の潤で

様々なやりとりや指導という相互作用をくりかえしなが

ら，子どもの成長が進行してい〈ニとを指す。 2つの過

程が複雑にからまり合って実際の生活が蛍まれているこ

とは言うまでもない。このうち，対人関係の循環過程に

ついて考察すると養育者は子どもの内的経験〈個体内コ

ミュニケーショ γ〉と外的経験〈対人的コミュ品ケーシ

aγ〉の両方に注目することが必要である。子どもの生

活は，生活を過して学ぶ過程であるという意味で，生活

学習過程であると考えることができる。この過程は，

欲求の発生→行動の選択→態度による表現→結果の

〈自己〉判断→一般化〈下図重量照〉

という循環するプロセスであり，このプロセスのうち，

子どもの態度表現→結果判断に対する養育者の対応のし

かたが一番の問題である。

第 1図

生橘の.:;:---〆J

最後にライフ・サイクルにおける幼児期のとらえ方と

その発逮上の問題についてふれたい。

人生には経済的消長からみて 5つのサイクルを区分し

て考えることができる。幼児期は親の立場から言えば子

育て期であり.経済的な余裕も少なしいわば「イライ

ラ期」である。一方子どもの側から見れば，全てについ

ての学習期である。親の子どもに対する指導も一貫性を

欠く恐れがあり，子どもに的確な指導を行なえない場合

があり，子どもの発達に種々の問題をひきおこす可能性

がある。このように，幼児期の発達過程における諸問題

発生には，家庭の社会的・経済的要因が関与しているこ

とに注目すべきである。また，養育者としては，幼児期・

児童期が子どもの能力開発期であり，同時に成人期以降

の能力維持期にそなえる時期であることを銘記すべきで

ある。(第2図参照〉

E質議〕

0大分県芝尾:先ほどの廿楽先生の話の中で，治療よ

りケアーをとか，診断はっけなくてもよいのではないか

との意見があったが， このようなあいまいなかかわり方

で良いのかと若干不安を感じる。各年齢でどの程度まで

診断治療ができるかをもっと明確にしてほしい。

0福岡市五斗早期に確定的な診断を下さず. M.BD 

を疑ってみるという廿楽先生の意見には賛成である。~

相で，日常治療に追われて，一体どの程度効果があった

のかを疑問に思ったりすることがある。診断に対する治

療法を具体的に聞きたい。

廿楽:いわゆる現代医学で治療できない障害や奇型など

は病院では対応できない。親の不満も残る。これらに対

しては，医療・行政・福祉の結合による病院と異った対応

が必要であり，児蛍相談所の使命もそこにあるのではな

いか。判定に当っては，子どもが現在何を求めており，

何が発達促進のための糸口になるかを見逃さないこと，

子どもの側の状態〈サイ γ〉に注目し，理論が先走らな

いように注意する必要があるのではないか。

森脇.問題に対してどんなアプローチをするにせよ，理

第2図 ライフ，サイクルにおける感衰

年令 o .15 
山刊 礼ーーも

30 九 45 60 
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論的な見通しは必要であるが，実際的には日常生活で子

どもが出会う難聞を一つ一つ解決する震防をあたえるこ

とになる。いずれにしても，児童相談所には最も困難な

課題が残されているといえる。

宮沢:地域に支えられた児童相談所を目指;す主とも必要

ではないか。地域活動平子ども会なe..地域の活動と，

連携を保つよう応じだらよしイのではないか。

廿楽:そして，子どもに何か、の問題が起ったら相談に行

かれる場所として児、宜相談所が理解され信頼されてくる

ようになればよい。

。京都府国."手どむを集団に重量加させることのできる

目途についての御意見を。

。大阪府沢悶.受入れ場所がないために集団に参加で

きない子Eももあるが，こんな時はどうすればよいか。

宮沢:組織化された集団に参加させる前に，親とー緒に

'子ども会などのイシフォーマノレな小集団に参加させるの

ぬ一法L但し子どもの個人差を常に考えに入れること。

森脇:現在はまだ，集団参加の試行錯誤の時期であろ

う。

世楽:"集団参加の時期と段階の問題であるが，時期尚早

V ，，:-，ポジュウム E

で参加させると寄が大きい。就学の一歩手前の段階と b

て適所指導ーが考えられるが，集団に参加していない空白

の時期を作らないよう伝ずるこ左京大切であろう。、¥、

O神奈川県〈厚木〉 米本行動がどことなく異常，ある

いは J ある場面で特に問題行動が目立つ子どもに対して

は，どんな配慮京必要か。

廿楽:数ヶ月前と込の変イEを集団討議て、明らかにιたり，
殺のコメユペトを求めたりじて問題を把むとともに，常に

幼稚園や保育所と連絡をとるようにするとよい。

。徳島・今井ほか集団参加の準備ができたというの

は， どこで判断すれぽ止いか。また準備ができていない

のに集団に参加させた場合の弊害についてはどうか。

廿楽:集団参加が害になるかどうかは不明である。子ど

もが非常に粗暴で失敗Lた例がある。子どもの興奮.粗

暴がある程度静まるかどうかが一つの判断基準となろ

う。親のあせりが問題になるときは，就学猶予も考えた

らどうであろう。

。大阪沢田・集団に参加ができるか否かは，集団の遮

営，指導な吉受入れ体制により集るのではないかと考え

る。

¥
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発題 1 小嶋

く基礎理論白重要性>

児相等で児童の発達を扱う仕事をする際に基礎となる

理論が必要となる。そじて，その基礎浬論には基本的な

4うの性格がある。

①正常の基準をどうみるか

②基礎理論による臨床的問題の説明

;-@基礎理論がら導き出された臨床の方法

@心理学の基礎的部門と臨床的部門がどこかで結び

つくこと

私の基礎理論の背景には.J. Bowlb'yのアタッチメ y

l下"(attachment)の考え方があるが..今それを説明す

ると次の様になる。、

発達臨床を説明する際L次の四つの因子を用いるニと

第 1図

Explo'ratioIi Attachment 

、

Ster.eotYi'ed. Behayior 
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にしている。それを図式化すると第1図の様になる。こ

の図をみる場合， 3歳児を念頭におき，その子が初めてプ

レイルームに入って〈る時点を想定していただきたい。

図で St四 ngenessとは， 子どもにとって初めてのプ

レイルーム，セラピストなどがそれであり，いずれもな

じみのない場所，なじみのない人として知覚される。こ

の知覚により，子どもはCognitive.Dissonance (認知

上の不協和〉を生じ，その不協和の存在が子どもに

Exploration (探索行動〉をとらせたり， • Attachment 

行動をとらせるように働く。

これを図で示すと以下の様になる。

まploration
". mo.tiveを刺激

Str叫 'en闘 →ωIgnitiveDi棚田nCベ 血

stressful-今回r

この図式からも分る通り子どもが新奇〈なじみのない.

Strangeness)の場面に入った時，ニ通りの反応を示

す。 1つは，部屋の中を検分したり，遊具・玩具にさわ

ってみたりするいわゆる探索行動が生じる。文，不安が

強い子どもだと親にべったりくっついて離れないといっ

たいわゆるアタッチメ Y ト行動を示すこともある。

新奇な場商に遭遇した場合，不安が生じ，その不安を

解消する方法(coting syste皿不安処理機構〉には，前

述のアタッチメ γ ト行動と常問符動のニつの型が考えら

れる。

〉
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構機理処安不

、

3歳児の場合，新奇な場面に遭遇すると，探索行動と

アタ γチメ Y ト行動を適宜織り混ぜながら，場面への適

応を示ιていく。この様な適応を果ぜる3歳児を一応、正

常な発達をしている子どもと決めることにする。

つまり.Strangenessの知覚ができるためには，その

前提として子どもの側になじみ (familiality 熟知性〉

がなければならない。換言すれば，'，なじみが存在しなけ

れば.strangenessの知覚も生じ字UVである。このな

じみ〈の知覚〉が出来上るのは生後6ヶ月以上になって

からである。特に，自分の顔の認知〈鋭に映った顔が自

分めものだとわかる〉は 1騨以どにならないと生じに

くい。 / / 

そして， strangeness，の知覚が出来ていない子ども

は，発達的に幼児期のある点にFとどまっているものと恩

われる。さらに.strangenessの同来ていない子どもの

臨床型を毒〉どもF主{J次の三つに分丹られると思う。

①乳児型

・多動型の子

・凍結〈不動〉型の子

.自閉型の子

② detachment型

・探索型・・・・探索行動，つまり物との交渉は活発

だが，危緩場面で母に attachmentがない子

・依存型…“strangenessの怖れを持たず，知ら

ない人にも平気で寄り添ってくるが，母親には

アタッチメ Y ト行動を示さない子

・常向型の反応が中心となっている子

③ オーバーアタッチメ Yト(over-attachment)型

・母子分離が困難な子

今述べた様な理論上の仮説の根拠は，生物学の中での

比較行動学，動物行動学のようないわゆる Ethologyと

呼ばれている研究等で碓められている考え方であるとい

うことはできょう。と同時に，乳児と母親の相互作用の

研究で確められている最近の発逮心理学の主流に根ざし

た仮設といってもよい。

また，ニのような理解をすることの利点は，知恵遅れ

とか自閉症といった精神医学の診断から逃れることがで

き，純粋に心理学的な立場から子どもを理解していくこ

とができることである。

たとえば，乳児型の子どもに対する働きかけとして2

つのものが考えられる。一つは，探索行動のそチベ.....-:";/

g>'のシステムを強化していく計画が成り立たなくては

ならない。さらに，一方では，アタッチメ γ トのそチベ

ーV a:/を強化していく計画が成り立たなくてはいけな

い。この様に心理学的立場からの計画が成り立たなくて

はいけないわけである。そして，探索行動システムとア

タッチメ Y ト行動システムとの，両方のバラγスを駆使

して環境適応を果した時，子どもは正常に戻ったと判定

できるのである。
r
4
 

また，デタ γ チメ γ ト型の子ど忠の場合には，アタッ

チメントの発迷を強化することが肝心であり，その為の

指導がなされなければならない。

オーバ{アタ γチメ γ トの子どもの場合，探索行動と

アタ γチメ Y ト行動は措抗関係にある。つまり，探索行

動が表に出ている時にはアタヅチメ I ト行動は顕在化し

ていないし，逆に，アタッチメ Y ト行動が表に出ている

時には，探索行動は沈んでいるわけである。ニれは皆さ

んが経験的にやられていることと思うが，母親から離れ

ない子どもを扱う場合，時間をかけて場にならじ，てい

く。換言すれば， st四ngen~ss を取り除き，なじみをつ

くっていく。それと同時に，遊具への関心，プレイへの
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関心を高めるようにしていくわけであるが，これはつま

り，アタッチメ γ トを潜在化Lて，探索行動を顕在化し

てい〈やり方をしていくやり方をιているわけである。

こういったことが，前に示した袈形の仮説から出てくる

わけである。これで全ての臨床的な問題が解決できるわ

けではないが，わたくしたちが仕事をする上で，一つの

方向づけにはなるであろう。

発題 2:津守

r幼児期の発達陣容に対する心理学的アプローチj と

いう題自の中で，三つの問題を考えていきたいと思う。

l 子どもが自分自身とりくんでいる問題を捉える

よれは現場で子どもと接する場合;'.Tどもの行動をど

う考えるか，そして我々は子どもにどうかかわっていく

のかを問題にするわけである。この問題について，最近

私が触れたケースを紹介しながら考えていきたいと思

う。ここで取り上げるのはA君とB君の2ょの子どもで

ある。

(A君〉

3歳から来所して今年で 3年目〈現在 6歳3になり，

当初は動ぎの散しい子どもであったが，現在はおちつい

てきており，幼稚園にも行っている。幼稚園では自らす

す?んで集団の中に入っていこうとするl.遊戯会などで

は自分である役をやろラとする気持が現われできてい

る。つまり，自分を律してみんなの中に入っていこうと

する様子が伺える。三れは，私にとって驚きである。

fして，家庭指導グループの中では， レールをつなげ

て，その上に汽車を走らす。次に外へ出て地面に滞を掘

って水を流すといった行動を繰り返えしている。

(B君〉

この子どもも来所して今年で3年目になるが，昨年の

夏から秋にかけての約2週間位の期間便秘に悩まされて

いた。使が出ないことが自分でも気になって. 10日目位

になってから，部屋の隅にうずてまってりキむようにな

る。

そして，家庭指導Fループの中では..A君の汽車を取

りJとげたり.A君が掘った溝の中に砂や土を入れたりし

てA君の行動を邪魔じたり，場合によっては.A君のや

ることをみていたりもする。

また. .y.ャバラのト Yネノレの両端から治療者とのぞき

っこをして喜んだり， トYネルの中に小さな積木をたく

さん持ち込んで..それをト γネノレの中から外へ放り投

げ";'_-x積木を集めて中に持ち込みそれを外へ投げるとい

った行動を嬉しそうに何回でも擦り返えす。

今2Aの子どもを例にとったが，一般に子どもの具体

的な行為は，その子どもの内的世界にかかわったものと

して解釈できる。つまり今述べたA君の場合だと，幼稚

園では集団生活に入ってや七ぞいころとしているわけ

で，そ三にかなりの緊張がするはずである。そも:c;家

庭指導〆ノレープに来ると， レールを喪主つなげたり，瀞

を掘って水を流すといった行動を熱心に示す。これらの

行動を関連づけて考えてみると，溝を掘って氷を流す，

レールを長くつなげるという行動は，自分がとりくんで

いる問題を物を使って具体的に表出してい事と解釈すれ

ば関連の意味づけができると思う。

またB君の場合をみると" 'y.十バラのト γネノレの中に

積木を持ち込んで外ヘ放り投げる行為を繰り返えしてい

るわけであるが，との子どもは，来所した初めの演は物

を手離すことが困難だった。そして今，手離すことを喜

んでいる。それがプレイセラピーの場商で具体的な行動

となって現われているといって志よい。このケースはフ

ロイドのサイコセクtシ a アルな発達段階の周唇期，庇門

期の保持一手離しの考え方に似てい之商白いと恩号。

この様に，子どもと接する時，我々がみ9亡主が出来

るのは外に現われた行動なのだが，その行動を通』しと亡f
の子どもの内的世界をみることが出来るわけである正、こ

こでい号子どもの内的世界とは，自分で何とかじなfぐ之

はならないという子どもの持つ切迫感みたいなものを考

えて頂ければよいのではないかと思う。そじて次に，予

どもの内的世界を如何に捉えるか，行動する大の内的立

場にどうしたら踏み入ることが可能かというと;.'自分自

d骨の行動と照らし合わせてみると共通な内的行為がある

のではないだろうか。しかし，共通な内的行為と言っ7で

も大本と子どもではレベルが違い，抽象概念の、レベルで

考えるのは無理な話で，子どもの場合は蝕角・運動的レ

ベルで考えていく必要がある。また，具体的な行為に却

して考えてい〈ことも大切であろう。

2. 子どもが自分の問題ととりくむことができるよ 5な

場をつくる

子どもが示す行動は，全部自分自身の問題を直積に表

わすものとは限ちないわけで，必要に応じて止むを得ず

とる行動もある。

ここで大切な事は，子どもにとって自分がとりくんJで

いる問題を表出できるような揚がなければならないιい

うことである。モのような場は大人との関係の中でうく

られゆそれに即した空間時聞の中でつくられていぜもの

である。之の場をどのようにしてつくっていくかとい5
ことが，セラピーの場の問題であり，治療教育，保育の

問題であるわけである。 〆 ι"， j-; 

3. 行動の意味を考える

-269ー



日本総合愛育研究所紀喪 第14集

人の行動をみる時，そこに内的な意味のないものはな

いといっ究忠いいであろう。そして.同ι遊び〈行動〉

でもその持つ意味は子どもl人 I人によってそれぞれ違

ってくる。それぞれの子どもが示す行動の意味を考えて

いくのが我々の仕事ではないだろうか。つまり，ここか

ら先が心理学的アプローチの本論になるわけであるが時

間の都合でこの辺で区切りたい。

発題 3:林

私のこれからの話は前の2人の先生のと違う次元のも

のになると思う。私としては，心理学的タプロ戸チとは

何かということ以外のものを話す必要があると感じる。

それはどういうことかというと，まずひとつは，心理学

というものが児童相談所の全体の中でどんな市民権を得

ているのか，これが仕事をやる上で突き当らざるを得な

い問題であること。もうひとつは，心理学では何も出来

ないということで努力を放棄Lている部分があるのでは

ないか。これらの点を問題にしたい。

先程小嶋先生のお話の中で，先生のお考え，研究，仮

説の中で発達というものを理解する一つの枠組として菱

形をお考えになっえいらっしゃる。これは EthologYあ

るいは診断という古のを離れて心理学独自の立場で取り

組む主いうことの一つのトウ{ル (Tool)としては有効

なのではないか。これによって，診断がどうであろうと

も我々の立場として問題を突っ込めるのではないかとい

う提言だったと'思う。

私がいつも感じる事であるが，心理学的アプローチと

いうとき，いつも取り遣い，誤解がなされやすいという

ことである。つまり，心理学は何ができるかという問題

じ心理判定員は何ができるかという問題が混同されや

す4一緒ぐたbとなり易いので，このニつの問題ははっき

りと切り離して考えなぐてはならないと思う。この辺を

はっきりさせながう話を進めていきたいと思う。

さて.児童相談所で子どもの問題に取り組んでいる場

合，心理学は何ができるかということが重要になる。と

いうのは児童の存窓は何も心理学的存在に限ったことで

はないし，児震を理解する方法も心理学だけではない。

又，児武を理解す'6立場の人は心理判定員だけではな

れ.%れぞれの立場の人たちがそれぞれの児童の理解を

するわけである。その中で，障害児の問題或は今日のテ

ーマのような発達障害，障害そのものをどう理解するか

というミと占，陣容があるといわれた子どもをどう理解

するかということは別な問題であり区別ιτ考えなくて

はならない，障害そのものという部分で考えるならば，

心理学で説明がつく部分と説明がつかない部分がある。

たとえばダウY症の染色体異常が何故おこるのかを心

理学的に説明Lろといわれても無理な話になるわけであ

る。しかし.:f.ウシ症と診断された子どもをどう考える

か，どう扱うかとドう問題ならば心理学的アプローチに

十分，なじむわけである。このことを私たちは児童相談

所の中ではっきりと認識していかなくてはならないと思

う。

次の問題として，児童相談所が相手にするのは何も子

どもだけではないということである。子どもにも増して

親〈大人〉への働きかけがより重要になるということで

ある。つまり子どもの発逮を考える時，それを左宕して

いる大人が問題となり，二の大人に対する臨床理論をは

っきりと持たないとどうしようもなくなるのではない

か。

それから，措憶という問題をみると，この中に心理学

的アプローチをどう組み入れるかという大きな問題があ

る。純粋に心理学的に言えば心理学の理屈どおりにはい

かないと思う。しかし，心理学の理屈を活かせる措置の

仕方も当然あり得るのではないか。仮りに，心理学の理

論どうりにいかないからといって今の行政措置を否定す

るわけにはいかない。限られた状況の中で心理学の理屈

をどう実現するかの努力が必要となるわけである。

今述べた状況の中で心理学が何がアむきるかという心理

学的アプローチの一つの例として脳性マヒ児の療育キャ

γアを挙げてみる。この場合;脳性マヒ児の脳の器質的

な問題は心理学ではどうにもならないわけで，これは私

たちの仕事ではない。私たちが扱えるのは脳性弁ヒの子

どもの行動ーとの問題レベルになる。

つまり，実際にその子どもが困っている問題は何なの

か，といったアプローチの仕方であるならば心理学め問

題ということができるわけである。このように考えてい

くと，医師から脳性マヒと診断された子どもの発達検査

だけを行い，あとは機能訓練士に任せるといったやり方

は本当の意味の心理学的アプローチとはいえない。もっ

とも脳性マヒ児の訓練については色々な問題があること

は確かであるが，それはしても児定相談所の心理判定員

の消極的な態度が目につく。少くとも，児童相談所の中

でどういう心理学的アプローチができるかを考える時，

ひとつの枠組を固定的に決めてこれしかできないと思う

必要はないと思う。これは，心理学の見方，取り組み方

の態度の問題になるわけであるが，心理判定員の心理学

に対する認識の問題でもある。換言すれば，児話相談所

の中で心理学が何ができるかという議論よりも，心理判

定員がどういう認識をもっているかという問題の方がむ

しろ大切であり，それによっては今後児童相談所におけ
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る子どもの扱い克古変"，，:<Joと思うa 二ろし:で考主て

や fと，児童相談所の社会的役割が単に心理治療を、や草

場だ吋ではない主いうことがお分りいただけbι思う。

J また児童相談所とい号背景をもづで従事をする場合，

jû理学をのものを考えるよりむ心理学的ヌプì::(~ チ..，，~、

かに位置づけるかが大きな問題になるわけで，二そこでは

必しも心理奇異の理屈通りにいカ?なし1のは当然色もい走る

のであろう。

ー補足説明-

4、嶋. J 、

υ 、
ノ、

林先生から指摘のあったことで後ほど皆さノl'~:: 古教え

てI買きたいのだが， '相談内中にプyィrレヶムがあづて，

皆さんがいちした日子、どもがいで〈母親が連れ実来たと

しても);合その!'!'.で心理学的な仕事

う。、 明、

、 7'~ 一手の噌にも心理学の伝統の中にほ人聞を一つめ非

常(:，Jをさな時計J仕掛けの機械と;z，.:>t>根本的な見方と"そ

、れ恥ち生態学的と雷:うがJ人聞を常に生きて動持、ている

!社会内中町出来事として捉えると~，';; 2つ司見方がある

込思うじもがじ，実際の臨床の仕事を考足る'と機械のよ

」ろにみ畠という方法はとれなしl<:思l¥'うぶモこで大きな動

きの生態学的ア;，;{，""ーチの中で行動学は面白い志の出あ

， '5'と恩:ろも 1 川に:

林:〆、 J 汗

f今íJ~胸先生活、ちf児i世相談所は母親中心になーっていると

いう指摘があづた抗~混在6相談所で正母親めカウ γセ

リシィFの閲"子ども、をただ遊ばせtでお〈だけということ

は断言ばせきないがあまりないと思う。ただプレイはや

っ冗いてむそれがセヲ己ーになっ宅いるかどうかは確か

に疑問があるとは思う。

さらに，日本の児童相談所の場合，そのx:，タート恥 確治、~:，~，相談所にとって子どもはお得意さんなわけで

ら，母親と子とむを分離する。子どもの問題は母親町問 円あるがJ毛の子どもを連れて来事のは母親の方である。

題として母親のカウェイセ!J:~グが先行じ子ともはただ

お遊びを:して待問を演すとし手った考えがあるよう択思

; ~。訟とし実は相談所のお客様はあくまでも子どもであ

ると思っている6 私たちが保健所でやる場合，親と子を

分離じないでプ1.(:1~レームに入れ!て，子どもの観察など

を行っているわけである。

また，先穫の津守先生のお話は大変興味深〈，深さが

あ畠と思おそして，心理学的ナブローチを券える底に

は二つの大きな流仇がある。毛れは，私が先程申:じたよ

うなどちらかといえば行動学的な接近句住方じ志う一

つは，津守先生のように，子どもの中に限りなく接近

コt;;大人/の言葉で翻訳寸事といった接近の仕方であると

思lう。

r津守ご

林先生のお話から，私の背景と，皆さんの背景が途ろ

ーこ主を認識てした。、 ， :'， ''':← 

ただ私がいいたか'?たのは正心理学といっても，自分

3泊身内物の:見方をどう造ってい、くかというニ主どではない

}T.という、こ<，とである。いろんな心理学の理論があってそ

寸1を学ぶことはいいことであり必要なことマであると、怯思

うが，実際には子どもK当っt考えていく場合に陪，ど

れ圭とるかというまりもむじJろそれらを考えた主だ自分

はどのように考えていくかという問題ではない:'i1~ ，;と想

う。私が今日話した中で帆ご奇いうケ-?えの場合は'3/')

考えれぽよいのかというふうにとって頂いては困るすすナ

である旨

また;;.?J消島先生の行動学的7ブローチの考え方は興味

深<.;後:z;:t;っ王り考えてみたいと恩ろが，行動学的ア

子どもを第司に考えるのは当然Ctても，〆親は幸吉もの

付き添いにすぎなドという考え方には3酉成できない。

も号....，.，つのミどは，先程津守先生が.，お話があぶた外

♂的行動の理解と同時に内的行動を見るという視点の転換

は大事だと思うふ私自身興味をむつ主やつでドるのrはイ

F メータの問題'1:.イメージは内的な体験なので外的行動

には現われない。そして外的な体験と内的な可~_，t:"Sー〉日と

いう体験，感覚の問題，或は知覚とイメータ主了とう違う

のかという問題安扱っている坑内的体験を理解守みの

、は大変むつかしい。そこにオー不ー "1，'/耳-:t~;ぞー

ヘジ耳1り問題ができてしまう。こりオーぷyーグ 4ユノタf

キ~!) tテ;π宍ヨ討の問題は医学の務神，#領域や心理学!こお

rい=G避けられないものなのかという気がし主〈る。

k津君、む内的理解とか内的イメージ由理解とみ、をもの、は枠

からはずれないとしにくい。役人去さから刃き;ないとい

うのではなく，気持の上で心理学者にならないと三招き

ないように思う。

、小崎2 林先生は親は単に子どもの付き添い官はな!と、主強

い、調じfでおられるが，真の心理学の立場ιじては安どゐ

をみ守めていればよいのであり，その意味で相談所の

v お得意吉んは子どもであるといえよう。奇異どもをとっ

戸とかがりt じて仕事をし最終的には子どもが変化しだ時

ρr点で打、ち切りになるわけだから......・。予と品が変河b:r
Jれ間当然殺の態度も変るのであり， ιそれを今の児童摺

談所、のように母親中心に行うや!り方にはp 絹談所とい

、 月役1青業務の何らかの規制があるのではないか・'>~i市

林・確かに徹し切るということが心理屋さみに吃主連の

かというζ 占は問題であると恩5。とドうのは何気か
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前に，心理判定員のセミナーがあった時に，相談所の

中に心理屋なんか必要ないと宮ったことがある。児m
相談屋がいれば沢山であって，それね心理屋じゃなく

tもよいと言ったわけである。しか1.-.同じ児童相談

毘でも心理学をやった相談屋はひと味違うだろう。そ

して，自分で何が出来，何が出来ないかといろことが

分れば所詮心理学に徹する以外にないという考えがで

てくるはず。そうすれば心理学では何が出来るかとい

う問題が出，相談所では子どもだけでなく母親や父

親，学校の先生も主たるお得意になるといってもよい

のではないか。また，子どもが変れば親も変るという

小崎先生のお話はもっともと思う。親だけ扱えばい

い，子どもだけ扱えばいいというものではなし親も

扱弘子どもも扱弘併せて関係も扱うといったこと

が必要だと思う。

それからお役所的な問題ということであるが，母親

を扱わないとおさまりがつかないというよりは，扱わ

ざるを得ない，逃げられない問題ではないか。

また，津守先生からの御指摘のあった枠組をはずれ

て純粋に心理学の立場から物を見るということ，これ

も大切な事ではないかと思う。役所，児童相談所とい

う枠かち出て，純粋に心理学の立場で自分たちのやっ

ている業務を見直すということも時には必要になって

〈ると思う。

一質疑応答一

司会:ヲロアからの御意見を承りたい。

0愛知竹薮.私たちは，相談所の中でどうしても問題

児ばかり眺めており，問題児でない方はあまりみていな

い。私自身問題児を扱う場合，環境要因よりもむしろ子

どもの紫質要因を重視して，子どもの状態をみつめてい

iるが，問題児がどのようにして形成されるのか先生方の

ご意見を伺いたいと思う。

小嶋:問題児という言葉をあまり使いたくないので発達

陣容ということで話をしたい。私の場合，先程図で描い

た st四 ngenessの認知が発達していないということは

どういうことなのか，そこには， どういう背景があるの

か。探索のそチベ戸'iYs:/が発達しないのは何故なの

か，アタシチメシトが発速しないのは何故なのか，それ

ぞれに背卦があると考える。これを簡単にいうと 2つ

の夫きな環境条件がある。ひとつは，物との交渉の体

験，もうひ主つは，ある特定の人との交渉体験である。

この2つが十分に， しかも乳児の初期〈誕生直後〉から

の体験過程が一環じて持続していなし、場合，今発達障害が

おこるわけであるk

0埼玉佐藤・林所長のお認の中でスーバ{マユバみたい

になれといった意味のことをいわれたが，それは心理学

を深〈広くやれということだと思う。しかし，私には，

とてもスーパーマンにはなれない。講師の先生方は現場

の経験はおありとのことなので，心理学自体の限界など

も含めて今後どう考えていけばよいのかを考えていただ

きたいと思う。

林:スーパ戸マγになれというのではなく肝心なのは，

何ができ，何ができないかをはっきりさせることだと思

う。それが専門家ではないか。心理判定員が心理学のあ

らゆる分野で専門家になろうと思ってもそれは無理なこ

とである。

私が思うに，心理学専攻者が専門性を高めていくとい

うことを考えたら，スーパーマンになれないし，ならな

くてむいいのじゃないかと思う。ただ，実際仕事をす

る上であれやこれや押しつけられてジェネティッタ

(genetic)なサイコロジストにならざるを得ないという

のが現実ではないか。その中で何を自分のものとしてぶ

つかっていくかということではないか。

津守・今の林先生のお話の中から推察して申 L上げるこ

とになるが. r心理学の専門家としてJということに箆

点をおくと，自分が大学で習った心理学をどう適用でき

るかという問題になってしまって，あまり発展的ではな

いと思う。心理学のテキストに載っているものは実験室

でやったものや調査が多いわけで，実際に，臨床関係で

働くものにとっては，そういうインフォーメ【-;/'9γと

今自分がもっているインフォーメーションとどう関連す

るのかを考えないとあまり簡単に応用はできないのでは

ないかと思う。

すべての心理学の専門家に共通なことは生きた人聞を

現象として捉えることだと思う。そして，現象として捉

える場合の我々の態度というものは，決して直線的では

ないし，論理でつめられるものでもない。

イシフォーメーショ Yという限られた材料を扱う場

合，自分自身の解釈をもたなくてはいけない。オーバー

イγタープリテーショシでもいいから自分なりのイ〆タ

ープリテ{ショシが必要である。自分のイ日夕ープリテ

-V'aYを行う場合の犠拠は何かというと，他のイ γフ

宏ーメーショ γの応用ではなく，自分の考え方の転換で

はないかと思う。これが共通点として考えられることだ

と思うぷ

林・我々が習ってきたのは心理学的に物を考えるという

ことであって，実験の結果そのものがと号いう所に役立

つということを習ってきたわけではない。心理学的な操

作，手続きがきちんとしていればどの様な対象であって

も心理屋としてのアイヂンティ吠ィを失わないですむ。
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その意味で臨床心理だけやつでいてもだめで..，¥1心理学の

あちゆる知見を持ち込まなbとだめだ。私は臨床心理と

いう言紫ではなく心理臨床という言業を用いる。

Jj、嶋:これは本物だという体験者得る為には5年..10年，

.20年という長い期間V予どもをー守の状況の中でじっと

みつめてきてはじめて体験できる与とである。J心理学に

凋係あるかどうかという問題は我々が苧どもをじるとみ

つめでいく中で，でてくるわけで，その意味でお得意さA;

，は子どもという三とになる。もう一つは，相談所では非

行少年から赤ちゃんまt幅広く扱うとおっじゃる方もい

るとJ思うが，そういった問題はもっとはやい時期でない

と処陸できないということも〆私は現在乳児を扱ってい

る。そして今は発見の仕事が犬事だということで保健所

で乳児指導という形で観察を行っている。そこで何をや

勺ているかといラと，プレイ~ノレ{ムの中で子どもと一緒;

に遊んでいるだけで，それしかやっていない。ただ遊ん

でし、るだけだが一つの状況の中で子どもをずっとみつめ

てきてい苔わけである。これが大切なことで，こうした

環境が児童相談所の中になければ，心理学的アプローチ

はできないと思う。その意味で児相の新しい位置づけが

必要となってくる主恩う。 令、

司会:ほhにフロ宥の方からの御意見をdもづといただき、

す出、.

。滋賀山上・私たちの仕事は幼児回発達障害があると

1診断するニとが一番多いわけで，いろyしなテスト在使うヘ

式とり行動観察する。しかし発達診断をした後方発達障害、

児応対して何ができるかが全然問題にされでいないと思

う。発達障害と診断された子どもにどういう援助ができ

る司、をもっと問題にす4きではな，v)'7.I~。、滋賀児相ではそぺ

のやり方が分ちなくて，集団指導主かその手の発達にあ

わせたカリキ品ヲ」えをyつく¥ってドるわけだが.'発達診断

をする以上は発達診断のもつ意味や芋どむが必要とする

援助は何かを具体的にしていなし、と，発逮陣容をどう4解

決していくかという所までいかないと恩うν
小嶋.発達診断というのはあなたの場合どんなことをや

るのか?

〔山上〕小さい子どもの場合は京都児童院式を使う。そ

れを使わない時はプレイルームで子どもの行動観察をし

たり，母親から問診する。そしてどの辺の発達段階にい

るかを考える。

小嶋:どの辺の発達段階にいるかという発達基準例えば

ゲゼノレ流の年齢を一つの指標にした発達の診断がある。

私がいっているのも発達の診断である。いわゆる発達障

害があるかないかを見る場合の発逮障害というものの拠

':)所になっている基礎理論は何かという問題になる。そ

じて，ヘ児童精神医学の分野での診断と心理学だの診断

(私はこの場合診断という言葉を使やた<ないが〉つま

り子どもの理解とでは，基礎仮説が違わなければいけな

いと忠弘発達診断に関するあなたの理解と私の理解に

はズレがあると思うb とのズレは埋めることができると

思うが時開がかかるだろうρ

〔山上〕例えば点頭τん

〈て 6 ゲ月以前のご1穴 dタ究手チ'~ß.:/ トができていない場合先

生はお母さんに具体的応どう指導するのであろうか。

小嶋:乳児がアタヲチメ Y トを発達させていく一般的な

プロセスがある。、それと向じ事をお母さんにじても 6

う。ただその子が自閉児であるとか，てんかんであると

か，或は精神薄弱児であるとかいうニとは一切私は考え

なし九それば医者のやる三、とであって，私がやること

は;'どういう障害をもて訟でいる子どもでも社会化されて

いかな4ては君主信なドわけだし，、社会似の能力はあるわ

けだかふ J その為の助言をしたり，プレイルームの中で

私たちがかかわ?り、あlう所をみてもらう。或はお母さんに

実際に串っても:ちす。モミで学習じていってもらう。そ

の効果が5年後に現われるの迅O年後民現われるかは分ち

ないが.そういう米来ぽ私たちは問題にLなb。誰も予

言でjぎない寸 u 子ーも

津守:今小嶋先生がU、がれだζとに賛成だ。たじかに謝

なたのいわれた事はよ:半分る。、:子どもをよく Lょうと思i

すと、，かえっ、てマイナ，スに働4場合がある。あなたの段、

階的仕事在Eう考えだ砂よいのか迷づで受けとったわけ

であるがーつには，、こ君いう子ど'bが来た場合親と子と、

セヲピ、スト.~で摂っ:C v5，く町がU向、時期もあるt:.. 3大，

Eλ，、7、人と町う IJ;¥さなy"レ"，'::1の中討をやっていくのが

よいか。ル、fね;に喰必心理診断とか発達診断について

は現在新、U町場主方を担ιq出す過渡期にあると思う。へ

心理判定負と防空最初口判断する人がテ久トだけを使、つ

τ器準に当てはめt判断するtとだ吟を仕事主考え宅'10

ま1つては面白号、むないじ発展もないと思う。これからこ

ういう診断というものに対する新たな知見がでてこなけ

ればいけないのじゃないかと思う。

林:相談所に何ができるのかという閑題は昔からある。

心理判定員が障害児の問題について何ができるかという

ことで，答はレタテルを貼りっぱなしで何もできないと

いうことである。そういうことでは困るから心理学的に

考えて取り組むという態度が必要になってくる。

〔山上〕発達診断をやっていてその空しさというものを

感じる。発達陣容があると診断する前にすべきことがあ

るのにしないで診断に終ってしまうことが多い。あまり

に行政方針に流れすぎているような感じをもっ。子ども
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身の陣容に私だちがど号かがわれるかが抜けおちてしま で施設に入れて機能古練をすることがこの子Eもの今も

っていると反省じている。 、l っている問題の改善にと、って適当かどうかという議論ま

林:医者と心理学者との関係であるゆえ医学の問題は医 でしなければいけなし、

者にかなわない。し;かしこと心理学の問題主あれば医者 E滞閏〕そうド号場合!もあるが，現実に立たない子を立

のいうことをきも必要はない。もう少し胸在はってやっ たせる。それには時期がありますね。そうするとそうい

てもいいんじゃないかと思号、 、u ヘ うものの方が説得力がある。

〔山上〕医療が関係するケースであっ主も発達障害が絡 林立たせるという動作なり運動向学習というのを心理

んでいる子ともに関しては心理学が耐かわる余地がある 学的に殺々の理論，技術でもってサービスするものがあ

L..又，お医者さんと協力しないと発達陣容は改善さ作 れば何も施設でなくとも相談所の心理判定員でよいのでF

ていかない。 一、、¥、

小嶋:我々は何をするかというと，心理学的な理論で成

り立った臨床理論で仕事をするというごとである。そF 号

すれば，医者代別に指導されてるなAして恩わないし全然

別の拠り所で仕事をしているのだからそれでドい。内そう、

いう意味で，みなさんもちゃんとじた理論をつくって，

その上で仕事をL.ていけば，それ航中心となって段々心

理判定の仕事がとうい!うも句かがはっきりしてぐる。

0兵庫補田・林先生におききじたいが，、機能障害のあ

る子を施設にス所させる為に診断す石ことが多わが，親

の主訴というのは施設に入る為に診断が必要だというこ

とでやって吃る。しかし，診断とか発達の状態をしらべ

るというのは目的があって，その為にやるのnじゃないか

と私は思っている。その場合，ただ掩設I~入声ため'?診、

断だけやる.，それでいいのかなと思うわけであるρ

林:施設に子ιもを措置する為にいろいろな検査をオる

わけで，それ恥ち施設にえったちその子ど古がどの織に

扱われるがという問題をめく'って，その子どもについて

我々が知り得た情報を提供することも必要ヱある。た

だ，親が施設に入れたいためにやってきてJその子Eも

が施設に入ってどういうサービスを受けるのかtとドう場

合，そこのとこのみきわめを互いに確認Lと掛なきゃい

けなbと思う。たとえば脳性マ巴の子どもが，向こう何

カ月聞の機能割陳を必要とするといった意見積をもって

くる。 Lがしこの意見書がきたときJもこの子どもは栗ι

"、 ~ .:"， 

、

J ノ d

)，- -.'. 、一，

可、

はなやか。ぞれを施設に機能訓練土がいるから訓練士に

委せればよいという固定的な枠組でみてはいけない。

E浦田ユ確かに通園施設の場合そういうことをいうのは

よf分るが機能習練の場合，正直いっτわからないこと

がずい分ある。

林 t医者の指示のもとでやる機能訓練土と同じことをあ

なたがやろう主したら.そんなのは分らないL..出来な

いし，ゃっちゃいけなし、。ただ.あなたが心理学の立場

でその問題をどう理解じ，技術を開発するかとし、うこと

は心理学の問題である。

小嶋.それぞれの施設がどういうサーピスができて，そ

こへどの程度の子どもを入れればどういう風に子どもが

変ってくるかということは調ぺて分らないのか。

林完全には理解されていないと思うが，ある程度の7

ウトライ Yはつかんでいる。

小嶋:それはどこに問題があるかということである叫J本

来，教育効果というか訓練効果というものが判定できな

い難しん、ものなのか，あるいは施設に関する情報が不足

なのか。

林:両方の責任じゃないでしょうか。先生のおっじゃ~る

レベルでの紹介はすでに相談所でやっているわけで，らそ、

れ以上のスタッフにどういう人がいてどんな配置にな。

ているかは把握できない。

司会:残念ですが時間になったので終了したい。ありが

とうございました。 、

牛、 j[¥

‘ 
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千葉県市川l児童相談所長v 仁、平 重量 J 数?υ

厚生省児1在家庭局守一】〆 下心、平 幸 男、

厚生省儲家庭局に; 〆初J 尾 、:勲-，

職場の判定員としてbち，「'h理寧J，(あええ親しそのあ

る呼び名とした1とレて他り職種から，浮きょ民っ下

しま弓ことがあっτはいけ芯い。我々は，人聞の理解

に，心理的見方を理解ト下もらうよ?に.J他の職組に機

能すべきであり，他。コ職種を批判する様な姿勢があって

尽ならない。「部η専門怯が他を圧迫する主と!なし殿

場の機能や適i1E配置を論ずるよ前に，自分の周囲のよが.
I 、 汎、

充実感を持てるような，職場づくりに努めるべきいであ

る。

ずる役割などb
r ふ

を，過去の経i

まず考えい

智えられてい7

、、 4 〆手期発Jjl'l-， '1 
れば，直苔ちじいという事で，い'?いろと試みちれたと

いう事で、ある。しがじ現在，主に試みられているプじー

セヲピーでは直らないという事実がはっぎり 1じてきた。

しかも我々はこの方法じが知らない為，解決策を，障害

幼児を早期に集団比入れる事に求ゐた。今回のタジポジ

&ウ'ムで，集団参加という事か問題として，あげられた

のも，この様な背景によ事ものであろろ。

2. 取り組みの現況二、 ' __ " 

現在集団に入れる場合，児相，苛して市町村単位での

保育所，幼稚園などがぞの1対象ーとなっているが，その地域

差が大きい事をまず認めな、ければな一ιない。、次}こ草E々が

考え怠けれ;ばならtJiいの民、;集団に入れるという事が，

なぜ良いのか，とド事理論的根拠を現在持ち走でいるが

どうかという事であるvぞ主主でた定集団は良い，という

前提に立って行動しtがる叩ではないかという反省を含

めで，集団の意味fc'Ovぺ樹齢 C't=~: その結集ー!集団ほ
良いとい事確認は出来だ抗、なぜ良いのかという線拠を

見出宇ことは出来なかっもた。、モしで現況では，ウ吾、め根拠

を幼稚園や保育所の活動て家庭では出来志い生活習績な

εを身ロつけさせる.発達の基礎どな~刺激を事交.\f通?
など〉経験上のものにその多《を貨Jらでいるlh，;う事ホ、

〉

臨床相談技術共同開発事業報告

助言者

-
8

以
干
《

司

四分科会報告及び全体討議

--275ー

<分科舎報告>、，

O第 1分科会ふ

1. 集団とその意味

児栢のFノレープ指導は，技術、の蓄積がないと，障害児:

の受け入れについて，地域の人は不安を持つのではな1い、

か。自信をもって地域に受け入れさせていくには，技術

が誰でも使えるように，公式化してい〈努力が必要であ
、一.y 

る。

児相がJグルヘープを持っている事正跨づ'て屯その事

が，地域に要請されている児相の機能の強化につながら

ないのではないか。むLろ，児相が技術を強調するこど

によって地核社会における障害児に対する連帯機能を弱

化していくのではないか。 ミ

判定員としての理論や技術以上氏子ライェシトや雫

の周辺者と共にグラ年ェy トが「生きる」とドラ意味な、

どについて，悩むことがィなければならないのではない

か。その子の10年先.20年先をも考えて，目先のこと，ー

技術論だけに終ってしまrザことは，警戒すべきではない

か。

2. 判定員としての在り方、 〉

児相の判定員札、行政的役割と純粋な臨床心理判定員

としての役割をもっている。この2ヲの役割を， どこか

で整理していかねばならない。J 臨床的判断と行政的判断

にギャップが大きい。じかし，業務のより専門性を高め

ることが行政水準を高めることにつながるのではない

か。判定員どしては，広い視野のもとで，その子供の幸

せにつながる為に，どう対処じていくかという専門性も

要求されている。それには単に社会啓発家であっても，

評論家であヲてもドけない訴子供も親も地域も判定員と

ιて扱えるガを持ちたい。

行政的役割を判定員としての立場で".~罪悪視する傾向

がみられる。臨床的アイデYティティと行政的7イデγ

ティとを対立的にだで割すぎる去とはいけない。現実的不

備な条件におかれて，我々判定員は，一見空論のようで

あっても，心理判定員として，どうあらねばならないか

とhうこιを，長い年月をかけて追求すべきではない

か。そ訟でないと，いつまでも研究灘関への劣等感に悩

まされるであろう。
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確認され，事実，障害幼児を，どこにいれたらよいのか

わからないで困っているという報告もなされた。そこ

で，良い集団とはという事で討論が発展し，その入れ方

として，大きな集団に入れる前に小集団に入れた方がよ

い，その時には母親の心構えが大切だ，などの意見が出

されたが，全体的にはまだ試符錯誤の状況であるという

見方が多かった。ただ最後に良い集団という事で確認さ

れた事は，集団の中味については，どんな集団でも良い

というわけて、はない。従来からFループセラピーで用い

られる自由遊びの様式ではなく，構造化された集団が望

ましい。文児相と地域集団との関係では，幼児が受け入

られる様，地域に根をおろした協力体制のもとでの集団

が望ましいという事であった。ただ現況では，児相職員

の本音として，障害児に対して負担を感じているという

事実があり，障害の重さから，早期の予防という所に論

点が移った。

3. 早期対策

まず，予防対策として，波賀県大津市で行なわれてい

る，障害児の早期発見法が紹介された。それによると，

医者，保健婦，心理家が一体となり，乳児全員に 4カ

月時 10カ月時 18カ月時の3固にわたって健診した

所 4カ月時に脳性マヒ児. 10カ月時に精神遅滞児，自

閉症児. 18カ月時に点頭テ γヵγなどが発見され，現在

では，大津市で生まれた子供の中には，軽い脳性マヒ児

や自閉症児は残っていてもlIiい主主状の者はほとんどなく

なったという事だった。この報告から，現在児相のやっ

ている仕事は，早期発見とは何らかかわりを持っていな

い所をいじくっていて，もっと見通しを持った活動をf

べきである事が指摘された。そして今後は予防的視点か

ら，もっと幼児の段階でかかわっていくべきであり，現

在大津市で行なわれている Voj回方式の検査や，反射

検査など必要な技術を身につけると共に，保健所などに

早期発見に関しての問題提起を積極的に進めていくのが

今後の児相の役割であるという見解が出された。

4. 心理学的アプローチとは何か

予防の重要性は認めるとしても，現況はまだそこまで

いけないという認識から，現在児掛滑っている心理学

的アプローチについて討論された。そこでは，東京都の

心身障害者福祉セY夕、ーからの報告がなされ，視覚，聴

覚，雷語などの沢山の専門家がZ産出する為，心理学的ア

プロー手とは，心理テストをするのみになってきてい

る。段々心理でやれる仕事が少な三なってきているとい

は何か，何をはかっているか，など一一明らかにする必

要から，我々も小嶋先生のアタッチメ Y ト理論の様な，

発達理論をもって発達診断を行うべきであるという事が

強調された。そしてこの考えをもとに，児相の企職員が

一致して r子供にとって，今何が必要であるかj とい

う視点からアプローチする事が肝要である事が確認され

た。

0第3分科会

テーマ「就学前の子供の発達の発達保障について」

近年各児相では，陣害幼児の棺談依額と複雑な問題が

増えている中で，我々の分科会では以下の事が討論され

h 

~。

1 子供の理解の仕方の判定側の問題

(1) 小嶋先生の話からの，我々それぞれに発達理論を

もつ必要性がある事の了承。

(幼子供中心に見る目が先ず基本的に必要で，そこか

ら親及び閤りの問題に及んで行く必要がある。

2 早期幼児，特に 1歳半健診の対象になる年齢 l歳~

2歳の児五について，特に児相では今迄積極的に対応し

ていなかった所が多く今後開始される 1歳半健診に向け

て，どのようにそれらに対応していくか。ー突際上その

年齢の捉え方，現在のスタッフでいいのかといった診断

するうえでの困難性など，不安が大きい。

3. 発達保障の 1つの有効な手段として，我々は集団を

認めるが. (決して唯ーではない〉その集団について，

以下のような討論が主になされた。

ω 集団の必要性について〈目的は何か〉

①学校という 1つの集団に入る準備の為。

②人聞が人のいる世に適応して行く為に早4人に

慣れる一社会化していくーことが必要な為。

⑤社会で自立される技術をつけさせる為の前段階

として。

@子供自身の他の子供への興味が，最近は地方で

も，年齢に差があると遊ばないといった，一定の

集団という枠でしか満たされにくい。

。}各所での集団指導〈保育所，通園施設，幼稚図，

児相での指導〉の状況報告。共通して障害児保育が

広まってきている。一例として摂丹児相の母子通所

の形態の紹介。

朗報告にもとづく，経験からのキかかえている問題

点

①集団に入れる時期

う事が明らかにされた。そこで心理でなければゃれない 〆J いつ集団を考えていかねばならないがについて

の、は何なのか，という話となり，心理専門家としτの心 は，適切な母子関係についてから，母子分離を考

理テストをどうとらえていfかーーすなわち，テストと えねばならない。

-，276ー
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②集団の選択基準〈健常児集団と陣容児の集聞の

選択基準〉

必ず集団および子供の側の両方の条件を考え合

ねせることが必要。h

③子供の所属Lでいる集団に向けての指導。

入れっぱなしで放置しているといった±ブロー

チの問題。

@集団の開発

適当な集団がない場合，どのようにしていくべ

きか。

@親の集団指向性と職員の指噂とのずれ。

O第 4分科会

工 幼児期の発達障害に対する診断 f判定〉について

各児相が工夫して診断分類を行っτいるが，その内容'

は児相によってエュアYスが遣うようだ。診断はあくま

でも仮説であり，児童の処遇につながるものとして必要

であることが再確認された。、

しかし幼児は発達の途上にあるので，常に経過を見，

フォローじつつ仮説を検量Eして行く過程が不可、欠であ

る。

文，幼児は宋分化で流動的である為に，診断がむづか

しい商がある。とりわけ精神薄弱、と精神発達遅滞との診

断名を。一本化していくか，叶そ礼とも区~U Cていくが

は，手帳の問題もあり，今後の検討課題である。

2. 診断から処遇へ

診断が単に分類で終ることなく，予供の指噂へとつが

がっτゆ4ことが必要であるーその為には個々の子供

の，発達段階をふまえた具体的な細かくステップされた

指導アr:z'?'.ラムを持つことが前提となる6 二のこ的立親

が子供の状態を具体的に把握することにグつながり， 日都

の生活場面での指導の目安をもヲことができると考え、ら

れる。

丘、~ J心理判定員のアイテ~.Yティティ プ

(1) "児相の心理判定員どじてのプイヂシティティ

判定員とじでは，、どのような問題をもった子供が

きても.ある程度のところまでは，鑑別診断をでき

，にる技術を身につけていなければならない。さらに告::'

自は，自分はいったい何が出来るかを明確にじ，専

門的な分野を確立する必要がある。

相心理学専攻者としてのアイデYティティ

日々の臨床経験の中から理論の体系化をしてゆく

のが，心理学専攻者のアイデγティティの1っかと

考昆られるが，現実では，その突現には多くの困難

が侍っ下いで，共通のったイデンティ?ィがない

(8) 地域から求められる児相の職員とじての共通意識

①直接サービス

上出先生の説演の中で言われた."諸々 のサーピ

ヘ例えば，適所，訪問指導，一時保護所，入所

治療。

② 間接ザーピス

地域による子供は地域社会でという考えのもム

じ地践の社会資源己保健所，保育所，通図施設

など〉の掘りがこl-:と，そ、の指導に積極的にかか

わりあってゆく必要にせまられている。

なお，①は制度上，量的κ制約さt1;る事が多く，今後

は効率面を考えて，②走積極的に開発する方向で考えた

し、。¥

〔補足説明，助言者への質問〕

1 もっと深い討論をじたかった。

2， 下平専門官へ 1歳半検診の実施に児相は不安を持

っている。厚生省はどの様に考えているのか。、

く全体討職:>

【問題提起まとめ]

1. 障害児の集団参加の問題

(1) 自閉症児なιをいっ集団に参加させたら、よいかに

ついて，今までの討論では，.-'適切な母手分離が出来

吾時期という考え方が多いが，障害児が，母親を弁

.'~IJ出来ないと 1/' ラ米分化な状態にある時などは，か
えって，集団に参加させて，母親と保母を弁別する

機会を与え，分化を促進させた方がよいのではない

か。

(，)母子分離を考える、よ刀，母子通閤施設はど、うか。

(8) 保育所に障害児也入所できるということから受け

ノいれられるケースが多)山が，ひとたびはいると，母

親が他の健協児と同じ条件を障害児に対ιても要求

する傾向があるので，親の指導の必要があると思わ

れる。叉最近..公立の幼稚園でも受けいれる様にな

り，文部省，厚生省のfイド上の問題がある。

2. 障害児の早期発見

ω 早期発見により，戸治療の効果があがれば，金をど

んなに費やしてもよいとおもう。じかじその結

一果，何が残るか，〆残るも、のの中には，何が出来，何

か出来ないのか皆、の意克をききたい。

(2) 大津市の場合，重い発達障害は残る。じかι重い

場合でも，個別的にフォローし，通所施設で 1年み

た後〉保育所に入れる様にしてい害。そうすると〉

保育所に入れる前に母親のみる自が違ってくるb又、

障害の疑いがある時，乳児期は母親が障害と思わな

いので，母親にどのよ号に伝えたらよいがが問題で

ある。ただ異常を発見しただけでは，不安在つのら

-.2770よー



日本総合愛育研究所紀要 第14集

せるのみであり，フォローを伴なわない早期発見は

危険である。

〔助言〕

・下平専門官:(行政的立場から〉

1. 心理判定員のアイデンティティの問題

2. 地域の問題

ω 児相の役割の 1っとして，将来とも間接的サーピ

スが要求されるだろうじ，それに対して児相がどう

かかわっていくか，今後の問題である。

帥地方公共団体が障害児に対して，どの様に対処し

ていくかについて，今までは，国の考え方を地方が

期待するという方向でなされてきた傾向があるが，

将来は，これとは逆の方向つまり敢足て言えば「地

方から中央へJといった転換をじていかなければ，

本当の住民の福祉ははがれな川と思う。これは翠{

ロッパでも. decentralization" (脱中央化〉が強調

され，その中でも職員の研修が重んじられているの

と呼応する。

3. 集団の問題

(1) 陣寄児に対して，行政的な問題があっても，今の

段階では，もっと受けざらがほしいσ、

(2) 例えば横浜市では，自主訓練会といって，障害児

をもった母親逮が，自主的に組織を9 くり活動して

いる。この様な組織がす4ての地域にひあまる事が

望ましいのであって，その意味で，児招が，どの様

なサーピスが出来るかが問題となる。

(3) 心身障害児セYターが，大都市などに出来，児相

の評価部門と共通する所もみちれるが，心陣セシタ

〔は処遇面，児相は措置函というちがいをもって，

両方"もどんどんつくってもιう方向で進めたい。

帥療宵キャシプの効果について._~6 ， .7割の者が良

くなったという報告があり，たぶん治療者が生活指

導にかかわってくるためだという事が予想される

が，まだ心理学的理論がはっきりしていない。

(6) 集団についての，専門的な見方代ついて，健常児

の!/iレープ・ダイナミックスはあっても障害児の集

団に対、する学問的理論づけに欠けている。集団にお

いて，何が出来，何が出来ないか，各自が理論的に

つめてほしい。
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4: 1歳半検診

(1) これは母子衛生諜が中心となっで事業の推進を考

えているが，市町村が事業をおこす場合，まず保健

所が援助行為を起こすたてまえで，次に児相が診断

などで助言するなEの役割をとってほしい。

帥検診につりては，一斉健診で，まだ精密検診まで

いたっていない。心身障害研究班〈中山健太郎班〉

や愛育研究所の先生逮が現在，案をまとめられてい

る最中である。

・仁科所長:c:専門的立場から〉

1. 障害児の発逮に対する考え方や方法は，近年著しく

変化Lている。例えば障害は本来ないのだといって積極

的に集団会加さtたり，統合教育などがなされたりして

いる。又一方，早期発見が強調される。この様な中で各

自が，新しい理論，方法をつくっていく必要がある。そ

れでないと，自閉症児にテレピを遮断し，母子関係を濃

厚にすれば直るといった緩端な治療法に走ってしまう。

障害児はすべて直るのでないという事を企原にス:れて，

各自がしっかりした発達観をもって対処してほしい。

2. 時代の変化に鋭敏になるべきであり，児相が何を要

求され，どんなサーピスが出来るのか，積経的に考えて

いかなければならない。

S 母親の指導は，子供の指導と問じく児相の大きな役

目である。母親を指導する事によって，障害児に対する

見る目がかわってくる。

4. 児相の役割の 1つに，住宅環境といった子供の生活

空間の問題にどう対処していくかというものがある様

だ。都市の 1割以上の人が高居住宅に住んでいて，自殺

などが頻繁する今日，この問題に関心を持たさ!るをえな

い。最近環境心理学という学問体系がっくりあげられて

いるが，この様な時代的背景があるためだろう。 i

5. 児相は研修センターの役割

1歳半の検診で異常がみつかったらどうす苔かといっ

た間接ザーピスの業務が増大する事が予想されるので，

児相はうけざらを多くする為にも，研修のセ γタ，-的役

割を持つ事が必要である。

6. 将来児相は，よりさかのぼるて，結婚相談や遺伝相

談までやるべきだと考える。
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